
行為番号 行為名 頁 行為番号 行為名 頁 

２ 直接動脈穿刺による採血 １ ９６ 大動脈バルーンパンピングチューブの抜去 ８ 

５９ 経口・経鼻気管挿管チューブの位置調整 ２ １３１ 病態に応じたインスリン投与量の調整 ９ 

６２ 人工呼吸器モードの設定条件の変更 ３ １３７ 急性血液浄化に係る透析・透析濾過装置の操作、
管理 

１０ 

６３ 人工呼吸管理下の鎮静管理 ４ １５２－１ 投与中薬剤（カテコラミン）の病態に応じた調整 １１ 

６４ 人工呼吸器装着中の患者のウィーニングの実施 ５ １５４－１ 投与中薬剤（高カロリー輸液）の病態に応じた調整 １２ 

６６ NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）モードの設定条件の変更 ６ １８２ 硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与・投与量の調整 １３ 

７４ 創傷の陰圧閉鎖療法の実施 ７ １００２ 褥瘡･慢性創傷における腐骨除去 １４ 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて
（要検討行為） 

● この資料は、第16回チーム医療推進会議で提出された資料「包括的指示・具体的指 
 示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（案）」に沿って、下記 
 一覧にある行為の流れのイメージを作成している。 
● ここで提示する包括的指示・具体的指示の流れは一例であり、ここに示すもの以外 
 にも様々な指示内容が考えられる。 
 

参考資料１ 



医師による「呼吸
器疾患で入院中の
患者」の診察 

医師が、直接動脈穿
刺による採血が必要
な状態が起こりうるか

否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価し、
看護師が、直接動脈穿刺によ
る採血を実施しうるか判断 

医師が、看護師に対し、
呼吸回数の増加や経皮
的動脈血酸素飽和度の
低下など、呼吸状態の
悪化した場合に、直接
動脈穿刺による採血を
実施するよう指示 

看護師が 

直接動脈穿刺による
採血を実施 

医師が、経皮的動脈血
酸素飽和度の低下や、
呼吸回数の増加などの
呼吸状態の悪化を確認
し、直接動脈穿刺による
採血の実施を指示 

看護師が 

直接動脈穿刺による
採血を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者に
ついて、看護師が、呼吸回数
の増加や経皮的動脈血酸素
飽和度の低下など、医師か
ら指示された状態か否かや、
医師に連絡する状態である
か否かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

看護師が医師に
結果を報告 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【２】直接動脈穿刺による採血 ～ 

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
  
 １）呼吸回数の増加や、経皮的動脈血酸素飽和度の低下などの呼吸状態の悪化がみられた場合 
   → 直接動脈穿刺による採血を実施 
 
 ２）努力呼吸の出現、意識レベルの低下、経皮的動脈血酸素飽和度の著しい低下など、呼吸状態の著しい悪化が見られた場合 
   → 医師に連絡 
  

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

※ ③の判断を行う上で、医師が看
護師の能力や患者の病態につ
いて評価を行う。 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

呼
吸
状
態
の
著
し
い

悪
化
や
意
識
レ
ベ
ル

の
低
下
が
認
め
ら
れ

た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 

1    



医師による「気管挿
管中の患者」の診察 

医師が経口・経鼻気
管挿管チューブの位
置調節が必要な状態
が起こりうるか否かを

判断 

医師が、当該患者について、
気管内挿管に至った原因疾
患や病状経過を評価し、看
護師が、プロトコールに基づ
き、経口・経鼻気管挿管
チューブの位置調節を実施

しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
患者の胸部レントゲン上、
経口・経鼻気管挿管

チューブの位置が適切で
なく、経皮的動脈血酸素
飽和度の低下や呼吸状
態の悪化を示す徴候を認
めないことを確認した場
合には、経口・経鼻気管
挿管チューブの位置調節
を実施するよう指示 

看護師が経口・経鼻
気管挿管チューブの
位置調節を実施 

医師が、胸部レントゲ
ン上の所見や、胸郭の
上がりや呼吸状態を確
認した上で、看護師に
経口・経鼻気管挿管
チューブの位置調節を
実施するよう指示 

看護師が経口・経鼻
気管挿管チューブの
位置調節を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、胸部
レントゲン上の経口・経鼻
気管挿管チューブの位置や
呼吸状態の悪化を示す徴
候が医師から指示された状
態か否かや、医師に連絡す
る状態か否かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【５９】経口･経鼻気管挿管チューブの位置調節 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）胸部レントゲン上、挿管チューブの位置が適切でなく、経皮的動脈血酸素飽和度の低下や呼吸状態の悪化を示す徴候が認められた場合 
  → 挿管チューブの位置調節を実施 
       
 ２）経皮的動脈血酸素飽和度の低下や、呼吸状態の著しい悪化が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す
べ

き
と
判
断 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

呼
吸
状
態
の
著
し
い

悪
化
等
が
認
め
ら

れ
た
場
合 

⑪ 
医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「人工呼
吸器を装着されてい
る患者」の診察 

医師が、人工呼吸器
モードの設定条件の
変更が必要な状態が
起こりうるか否かを判

断 

医師が、当該患者について、
人工呼吸器による管理となっ
た原因疾患や病状経過を評
価し、看護師が、プロトコー
ルに基づき、人工呼吸器
モードの設定条件の変更を

実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
自発呼吸、バッキングの
有無、頻度や動脈血液
ガス分析データが医師
から指示された状態に
あることを確認した場合
には、人工呼吸器モード
の設定条件の変更を実

施するよう指示 

看護師が人工呼吸
器モードの設定条件
の変更を実施 

医師が、自発呼吸や
バッキングの有無や頻
度、動脈血液ガス分析
データを確認した上で、
看護師に人工呼吸器
モードの設定条件の変
更を実施するよう指示 

看護師が人工呼吸器
モードの設定条件の

変更を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者に
ついて、看護師が、自発呼吸、
バッキングの有無、頻度や動
脈血液ガス分析データが医
師から指示された状態にある
か否かや、医師に連絡する
状態か否かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【６２】人工呼吸器モードの設定条件の変更 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）身体所見（自発呼吸の有無・頻度）及び検査結果(動脈血液ガス分析データ）が医師から指示された状態にある場合。 
   → 人工呼吸器モードの設定条件の度合いを減じるための人工呼吸器のモードを変更する。 
  （例： 人工呼吸器のモードをA/Cモード（補助/調整換気）からSIMVモード（同期的間欠的強制換気）に変更する。） 
  
 ２）バッキングの頻度の増加、意識レベルの低下など呼吸状態の著しい悪化が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

呼
吸
状
態
の
著
し
い

悪
化
等
が
認
め
ら

れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 

3    



医師による「人工呼
吸器装着中の患者」

の診察 

医師が、人工呼吸器
管理下の鎮静管理が
必要な状態が起こりう
るか否かを判断 

医師が、当該患者について、
人工呼吸器による管理となっ
た原因疾患や病状経過を評
価し、看護師が、プロトコー
ルに基づき、人工呼吸管理
下の鎮静管理を実施しうるか

を判断 

医師が、看護師に対し、
経皮的動脈酸素飽和
度の変動やバッキング
の有無等が医師から指
示された状態にあるこ
とを確認した場合には、
人工呼吸器管理下の
鎮静管理を実施するよ

う指示 

看護師が 

人工呼吸管理下の
鎮静管理を実施 

医師が、経皮的動脈
酸素飽和度の変動や
バッキングの有無等を
確認した上で、看護師
に人工呼吸管理下の
鎮静管理の実施を指

示 

看護師が 

人工呼吸管理下の鎮
静管理を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者に
ついて、看護師が、経皮的動
脈酸素飽和度の変動バッキ
ングの有無等が医師から指
示された状態にあるか否かや、
医師に連絡する状態か否か
の確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【６３】人工呼吸管理下の鎮静管理 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 

  １）経皮的動脈血酸素飽和度の変動やバッキングにともなう呼吸状態の悪化が認められた場合    
   → 鎮静薬の増量を実施 （鎮静薬の調整範囲等は医師が事前に指示） 
   
  ２）呼吸状態の著しい悪化を認めた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

呼
吸
状
態
の
著
し
い

悪
化
等
が
認
め
ら

れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「人工呼
吸器を装着されてい
る患者」の診察 

医師が、ウィーニング
の開始が可能か否か

を判断 

医師が、当該患者について、
人工呼吸器による管理となっ
た原因疾患や病状経過を評
価し、看護師が、プロトコール
に基づき、ウィーニングを実

施しうるかを判断 

医師が、看護師に対
し、自発呼吸の有無
や頻度、動脈血液ガ
ス分析データが医師
から指示された状態
にあることを確認した
場合には、徐々に人
工呼吸が補助する度
合いを減じるよう指示 

看護師が 
人工呼吸器の設定 
条件の変更を実施 

医師が、自発呼吸の有
無や頻度、動脈血液ガ
ス分析データを確認し
た上で、看護師に人工
呼吸器による補助を減
じる具体的な指示 

看護師が 
人工呼吸器の設定 
条件の変更実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、自発
呼吸の有無や頻度、動脈血
液ガス分析データが医師か
ら指示された状態にあるか
否かや、医師に連絡する状
態か否かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（案） 
～ 【６４】人工呼吸器装着中の患者のウィーニングの実施 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）身体所見（自発呼吸の有無、頻度）及び検査結果（動脈血液ガス分析データ）が医師から指示された状態にある場合 
   → 徐々に人工呼吸器が補助する度合いを減じるための人工呼吸器の設定条件を変更する （例：人工呼吸器による換気回数の減） 
 
 ２）呼吸状態の悪化が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

呼
吸
状
態
の
悪
化

が
認
め
ら
れ
た
場

合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 

5    



医師による「NPPV

（非侵襲的陽圧換気
療法）管理下にある
患者」の診察 

医師が、NPPV（非侵襲

的陽圧換気療法）モー
ド設定が必要な状態
が起こりうるか否かを

判断 

医師が、当該患者について、
NPPV（非侵襲的陽圧換気療

法）の管理下となった原因疾
患や病状経過を評価し、看
護師が、プロトコールに基づ
き、NPPV（非侵襲的陽圧換

気療法）のモード設定を実施
しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
呼吸回数や努力呼吸の
有無・動脈血液ガス分析
データ等が医師から指示
された状態にあることを
確認した場合には、NPPV

（非侵襲的陽圧換気療
法）のモード設定を実施

するよう指示 

看護師がNPPV（非侵

襲的陽圧換気療法）
のモード設定を実施 

医師が、呼吸状態、気
道の分泌物量、動脈
血液ガス分析データを
確認した上で、看護師
にNPPV（非侵襲的陽

圧換気療法）のモード
設定を指示 

看護師がNPPV（非侵

襲的陽圧換気療法）
のモード設定を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、呼吸
状態、経皮的動脈血酸素
飽和度の値、動脈血液ガス
分析データが医師から指示
された状態にあるか否かや、
医師に連絡する状態か否
かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【６６】NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）モードの設定条件の変更 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）意識レベルの改善や換気量の増加を認め、検査結果（動脈血液ガス分析データなど）が医師から指示された状態にある場合 
     → NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）モード設定をTモードからS/Tモードに変更をする。 
         
 ２）努力呼吸の増悪や意識レベルの低下、経皮的動脈血酸素飽和度の著しい低下など、呼吸状態の著しい悪化が認められた場合 
   → 医師に連絡 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

呼
吸
状
態
の
著
し
い

悪
化
等
が
認
め
ら

れ
た
場
合 

⑨ 

⑪ 
医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師
で

あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「創傷の
ある患者」の診察 

医師が創傷の治癒遅
延による陰圧閉鎖療
法の実施が必要な状
態が起こりうるか否か

を判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師がプロトコールに
基づき、創傷の陰圧閉鎖療
法を実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
創部の分泌物の性状
の変化や発赤、腫脹
がなく、内服中の薬物
に伴うリスクや感染徴
候が認められないこと
を確認した場合には、
創傷の陰圧閉鎖療法
を実施するよう指示 

看護師が 

創傷の陰圧閉鎖療
法を実施 

医師が創部の感染徴
候や内服中の薬剤の
内容等を確認した上で、
看護師に創傷の陰圧
閉鎖療法を実施するよ

う指示 

看護師が創傷の陰圧
閉鎖療法を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、創部
の分泌物の性状の変化や
発赤、腫脹の有無や内服
中の薬剤に伴うリスクや感
染徴候の有無等が医師か
ら指示された状態にあるか
否かや、医師に連絡する状
態か否かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【７４】創傷の陰圧閉鎖療法の実施 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
                                              
 １）創部の壊死組織除去後、創底を確認し、創部の分泌物の性状の変化や発赤、腫脹がなく、投与中の薬剤に伴うリスクや感染徴候が認められない場合 
   → 創傷の陰圧閉鎖療法を実施 
      
 ２）創部の持続的な出血や著しい感染徴候が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す
べ

き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

創
部
の
持
続
的
な

出
血
や
著
し
い
感

染
徴
候
が
認
め
ら

れ
た
場
合 

⑨ 

⑪ 
医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師
で

あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「大動
脈バルーンパンピ
ングチューブ挿入
中の患者」の診察 

医師が大動脈バルー
ンパンピングチューブ
を抜去しうる状態が起
こりうるか否かを判 

医師が、当該患者について、
大動脈バルーンパンピング
チューブ挿入となった原因疾
患や病状経過を評価し、看
護師がプロトコールに基づき、
大動脈バルーンパンピング
チューブの抜去を実施しうる

かを判断 

医師が、看護師に対し、
血圧、肺動脈楔入圧、
心係数が医師から指示
された状態にあり、心電
図の波形の変化や呼吸
困難感の出現、尿量の
著しい変化が認められ
ないことを確認した場合
には、大動脈バルーン
パンピングチューブの抜
去を実施するよう指示 

看護師が 

大動脈バルー
ンパンピング
チューブの抜去

を実施 

医師が、心電図の波
形の変化や胸部症状、
呼吸困難感の有無、
血圧、肺動脈楔入圧、
心係数等を確認した
上で、看護師に大動
脈ルーンパンピング
チューブの抜去を指

示 

看護師が大動脈バ
ルーンパンピング

チューブの抜去を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者に
ついて、看護師が、血圧、、肺
動脈楔入圧、心係数、胸部症
状、呼吸困難感等が、医師か
ら指示された状態か否かや、
医師に連絡する状態であるか
否かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【９６】大動脈バルーンパンピングチューブの抜去 ～ 

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
                                                    
 １）補助循環の割合を徐々に減ずる過程で、血圧、肺動脈楔入圧、心係数が医師から指示された状態にあり、 
                                        心電図の波形の変化や呼吸困難感の出現、尿量の著しい変化が認められない場合 
   → 大動脈バルーンパンピングチューブを抜去 
  
 ２）胸部症状、呼吸困難感の出現や血圧の低下等の悪化が認められた場合  
   → 医師に連絡 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す
べ

き
と
判
断 

医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

※ ③の判断を行う上で、医師が看
護師の能力や患者の病態につ
いて評価を行う。 

※ 必要に応じて、看護師が医師
に再確認や提案を行う。  

循
環
動
態
の
悪
化

が
認
め
ら
れ
た
場

合 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

看護師が医師に
結果を報告 

⑪ 
医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「インスリ
ン投与中の患者」の

診察 

医師が、病態に応じた
インスリン投与量の調
整が必要な状態が起
こりうるか否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコール
に基づき、病態に応じたイン
スリン投与量の調整を実施し

うるかを判断 

医師が、看護師に対し、
口渇や多飲、全身倦怠
感、食事摂取量や血糖
値の変動等が医師から
指示された状態にある
ことを確認した場合に
は、病態に応じたインス
リン投与量の調整を実
施するよう指示 

看護師が病態に応じ
たインスリン投与量
の調整を実施 

医師が、口渇、冷汗の
程度、食事摂取量や、
血糖値の変動等を確
認した上で、看護師に
病態の変化に応じたイ
ンスリン投与量の調整
を実施するよう指示 

看護師が 

病態に応じたインスリン
投与量の変更実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、口渇
や多飲、食事摂取量や、血
糖値の変動等が医師から
指示された状態にあるか否
かや、医師に連絡する状態
か否かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１３１】病態に応じたインスリン投与量の調整 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）口渇や多飲、全身身倦怠感を認め、持続的な高血糖が認められた場合                        
   → 病態に応じたインスリン投与量の調整を実施  （糖尿病治療薬の種類、投与量の上限等は医師が事前に指示） 
   （例：糖尿病を合併の高カロリー輸液投与中の患者、意識レベルの低下や高血糖が認められた場合に、インスリン投与量を増量する） 
   
 ２）著しい血糖コントロールの不良が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報告を行
いながら、具体的指示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医師
に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

著
し
い
血
糖
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
不
良
が
認
め

ら
れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 

9    



医師による「急性血
液浄化による治療
が必要となりうる病
態にある患者」の診

察 

医師が急性血液浄化
に係る透析・透析濾
過装置の操作、管理
が必要な状態が起こ
りうるか否かを判断 

医師が、当該患者について、 

基礎疾患、病状経過を評価
し、看護師がプロトコールに
基づき、急性血液浄化に係
る透析・透析濾過装置の操
作、管理を実施しうるかを判

断 

医師が、看護師に対
し、血圧、体重の変化
や心電図モニター所
見、血液ガス分析、

BUN、K値、循環動態

等が医師から指示さ
れた状態にあることを
確認した場合には、
急性血液浄化に係る
透析・透析濾過装置
の操作、管理を実施
するよう指示 

看護師が 

急性血液浄化に係る
透析・透析濾過装置
の操作、管理を実施 

医師が、血圧、体重の
変化や心電図モニター
所見、血液ガス分析、
BUN、 K値等を確認し

た上で、看護師に急性
血液浄化に係る透析・
透析濾過装置の操作、

管理を指示 

看護師が急性血液浄
化に係る透析・透析濾
過装置の操作、管理

を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、血圧、
体重の変化や心電図モニ
ター所見、血液ガス分析、
BUN、K値、循環動態等が

医師から指示された状態に
あるか否かや、医師に連絡
する状態か否かの確認を
行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１３７】急性血液浄化に係る透析・透析濾過装置の操作、管理 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）身体所見（血圧、体重の変化、心電図モニター所見など）や検査結果（血液ガス分析、BUN、 K値など） 、循環動態等が医師から指示された状態にある場合 
   → 急性血液浄化に係る透析・透析濾過装置の操作、管理の実施 
     
 ２）著しい血圧低下や心電図波形の変化が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

10 
※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す
べ

き
と
判
断 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

著
し
い
血
圧
低
下

や
心
電
図
波
形
の

変
化
が
認
め
ら
れ

た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 



医師による「投与中
薬剤（カテコラミン）
の持続投与中の患

者」の診察 

医師が、投与中薬剤
（カテコラミン）の病態
に応じた調整が必要
な状態が起こりうるか

否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患やカテコラミンの投
与に至った原因疾患、病状経
過を評価し、看護師が、プロト
コールに基づき、投与中薬剤
（カテコラミン）の病態に応じ
た調整を実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
尿量や血圧、心拍数、
意識レベル、心電図波
形の変化等が医師から
指示された状態にある
ことを確認した場合に
は、投与中薬剤（カテコ
ラミン）の病態に応じた
調整を実施するよう指

示 

看護師が 

投与中薬剤（カテコラ
ミン）の病態に応じた

調整を実施 

医師が、尿量や血圧、
心拍数、意識レベル、
心電図波形の変化等
を確認した上で、看護
師に投与中薬剤（カテ
コラミン）の病態に応じ
た調整を実施するよう

指示 

看護師が 

投与中薬剤（カテコラ
ミン）の病態に応じた

調整を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、尿量
や血圧、心拍数、意識レベ
ル、心電図波形の変化等が
医師から指示された状態に
あるか否かや、医師に連絡
する状態か否かの確認を
行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１５２－１】投与中薬剤（カテコラミン）の病態に応じた調整 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
                                        
 １）尿量や血圧、心拍数、意識レベル、検査結果（心電図波形の変化等）が医師から指示された状態にある場合 
   → 投与中薬剤（カテコラミン）の病態に応じた調整を実施   （薬剤の種類、投与量の調整範囲については医師が事前に指示）   
   （例：カテコラミン持続投与中の患者が、血圧が低下し、尿量の減少を認め、心拍数、心電図波形の変化、意識レベルが、医師から指示された範囲内の病      
   態の変化である場合→  投与中薬剤（カテコラミン）を増量をする。）   
  
 ２）意識レベルの低下や血圧の著しい変動等が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

意
識
レ
ベ
ル
の
低
下

や
血
圧
の
著
し
い
変

動
等
が
認
め
ら
れ

た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 

11    



医師による「投与中
薬剤（高カロリー輸
液）持続投与中の患

者」の診察 

医師が、投与中薬剤
（高カロリー輸液）の投
与量の調整が必要な
状態が起こりうるか否

かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき、投与中薬剤（高カロ
リー輸液）の投与量の調整を

実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
経口摂取量や電解質・
脂質代謝に関する検査
結果（TP、ALB)等が医師

から指示された状態に
あることを確認した場合
には、投与中薬剤（高カ
ロリー輸液）の病態に応
じた調整を実施するよう

指示 

看護師が 

投与中薬剤（高カロ
リー輸液）の病態に
応じた調整を実施 

医師が、経口摂取量
や検査結果（TP,ALB)を

確認した上で、看護師
に投与中薬剤（高カロ
リー輸液）の病態に応
じた投与量の調整を実
施するよう指示 

看護師が 

投与中薬剤（高カロ
リー輸）の病態に応じ
た調整を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、経口
摂取量や検査結果（TP、
ALB)が医師から指示された

状態にあるか否かや、医師
に連絡する状態か否かの
確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１５４―１】投与中薬剤（高カロリー輸液）の病態に応じた調整 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
  
 １）経口摂取量の増加、電解質・脂質代謝に関する検査データ（TP、ALB）の上昇を認め、栄養状態の改善が認められた場合 
   → 投与中薬剤（高カロリー輸液）の減量を実施 
 
 ２）血糖値の変動に伴う身体症状が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報告を行い
ながら、具体的指示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ ⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

血
糖
値
の
変
動
に

伴
う
身
体
症
状
が

認
め
ら
れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「硬膜外
チューブが留置され
た患者」の診察 

医師が、硬膜外チュー
ブからの鎮痛剤の投
与、投与量の調整が
必要な状態が起こりう
るか否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき、硬膜外チューブから
の鎮痛剤の投与、投与量の
調整を実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
疼痛の程度や嘔気が
ないことが医師の指示
された状態にあることを
確認した場合には、硬
膜外チューブからの鎮
痛剤の投与、投与量の
調整を実施するよう指

示 

看護師が 

硬膜外チューブから
の鎮痛剤の投与、投
与量の調整を実施 

医師が、疼痛コント
ロールや嘔気や頭痛、
血圧の変動等を確認
した上で、看護師に硬
膜外チューブからの鎮
痛剤の投与、投与量
の調整を実施するよう

指示 

看護師が硬膜外
チューブからの鎮痛
剤の投与、投与量の

調整を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、疼痛
の程度や嘔気や頭痛の有
無等が医師から指示された
状態にあるか否かや、医師
に連絡する状態か否かの
確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１８２】硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与、投与量の調整 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞  
 

 １）疼痛コントロール不良で、嘔気がない場合  
   → 硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与量の増量を実施   （硬膜外チューブから投与する薬剤、投与量の調整範囲は医師が事前に指示） 
  
 ２）血圧の低下や嘔気、呼吸困難感、著しい疼痛の増強が認められた場合 
   → 医師に連絡 
 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

血
圧
の
低
下
や
嘔

気
、
呼
吸
苦
等
が
認

め
ら
れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「骨が
露出した創傷のあ
る患者」の診察及

び診断 

医師が腐骨除去が必
要な状態が起こりうる
患者か否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を確認し
た上で看護師がプロトコール
に基づき腐骨除去を実施しう

るかを判断 

看護師が 
腐骨除去を実施 

看護師が 
腐骨除去を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

看護師が医師に
結果を報告 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１００２】褥瘡・慢性創傷における腐骨除去 ～ 

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
                                           

 １）創面への腐骨の露出を認め、疼痛の増強や感染徴候がなく、使用中の薬剤等が医師から指示された状態であることが認められた場合 
   → 腐骨除去を実施 
 
 ２）広範囲にわたる腐骨の存在、出血のリスクが予測される状態が認められた場合 
   → 医師に連絡 
  

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

※上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

※ ③の判断を行う上で、医師が看護師
の能力や患者の病態について評価
を行う。 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

広
範
囲
に
わ
た
る
腐

骨
の
存
在
、
出
血
の

リ
ス
ク
が
予
測
さ
れ

る
状
態
が
認
め
ら
れ

た
場
合 

医師が創面への腐骨
の露出、壊死組織内
の血流の有無、疼痛、
感染徴候の有無、血
液データ、使用中の薬
剤等を確認した上で腐
骨除去の実施を指示 

具体的指示 

医師が、看護師に対し、
創面への腐骨の露出
を認め、疼痛の増強や
感染徴候がなく、使用
中の薬剤等が医師か
ら指示された状態であ
ることを確認した場合
には、腐骨除去を実施

するよう指示 

包括的指示 

医師により特定された患者
について、看護師が、創面
への腐骨の露出や疼痛の
程度、感染徴候の有無や
使用中の薬剤が医師から
指示された状態にあるか否
かや、医師に連絡する状態
か否かの確認を行う。 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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